
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一
五

訓

令

○
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
一
五

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

一
一
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

一
一
六

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
三
件

一
一
六

○
都
市
再
開
発
法
に
よ
り
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
件

一
一
七

○
建
築
物
に
係
る
一
団
地
の
区
域
認
定
を
取
り
消
し
た
件

一
一
七

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

一
一
八

規

則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
八
号

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
第
六
号
中

を

と
し
、
⒄
か
ら

ま
で
を
⒆
か
ら

ま
で
と
し
、
⒃
の
次
に
次
の
よ
う

(24)

(26)

(23)

(25)

に
加
え
る
。

⒅

第
四
十
八
条
第
十
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可

第
十
五
条
第
六
号
中
⒃
を
⒄
と
し
、
⑻
か
ら
⒂
ま
で
を
⑼
か
ら
⒃
ま
で
と
し
、
⑺
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⑻

第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

第
十
五
条
第
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

(27)

第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

(28)
附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
８
の
表
建
築
総
室
の
部
建
築
指
導
課
の
項
中
１
の
⑻
を
１
の
⑼
と
し
、
１
の
⑺
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(
8
)

第
87条

の
３
第
３
項
及
び
第
５

項
の
規
定
に
よ
る
許
可

○

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
元

年
七
月
九
日
か
ら
同
年
八
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商
業

───────────────────────────────────────────────────────────
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労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
小
名
浜
店

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
愛
宕
町
七
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
太
田

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
七
月
十
日
か
ら

（
二
十
日
間
）

同

月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
若
松
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

小
林
雪
子

成
田
ミ
キ

石
川
清
水

本
田
覚
次
郎

佐
藤
ハ
ル

佐
藤
孝
徳

遠
藤
芳
男

山

浦
清
治

山
家
洋
一

山
家
ヨ
シ
ミ

城
戸
松
太
郎

佐
藤
清
次
郎

山
浦
政
文

本
田
忠
吉

鈴
木
茂

本
田
勇

本
田
四
郎
吉

渡
部
九
平

福
島
石
造

吉
川
吉
太
郎

遠
藤
徳
太

遠
藤

久
吉

小
山
寅
松

山
浦
林
太
郎

川
原
田
常
太
郎

渋
川
ヨ
イ

福
島
長
次

渡
部
宇
三
郎

山
浦
長
治

渋
川
吉
太
郎

松
田
久
馬

尾
崎
林
太
郎

遠
藤
久
意

遠
藤
源
吉

山
家
勝
三
郎

川
原
田
福
次
郎

星
勘
次

尾
崎
亀
太
郎

星
旦
次
郎

遠
藤
銀
松

遠
藤
長
作

山
浦
寅
次

郎

遠
藤
與
三
郎

町
田
勝
寿

山
浦
重
吉

山
浦
鉄
三
郎

渋
川
忠
三
郎

渡
部
九
平

渡
部

善
三
郎

山
浦
清
四
郎

渡
部
鶴
太

菅
井
善
太
郎

本
田
清
壽

小
山
辰
次
郎

福
島
善
十
郎

本
田
市
太

福
島
又
造

福
島
石
造

渡
部
林
三
郎

渋
川
吉
松

松
田
兵
馬

星
新
太
郎

山
浦
留
四
郎

渡
部
定
吉

山
浦
宇
傳
次

松
本
文
六

渡
部
長
一

山
浦
寅
吉

川
原
田
常
太

郎

星
直
四
郎

星
勝
太
郎

遠
藤
水
治

遠
藤
重
太

町
田
勝
寛

渋
川
忠
八

山
浦
清
作

山
浦
清
次
郎

山
浦
吉
之
助

福
島
善
八

渡
部
勝
義

本
田
熊
吉

菅
井
與
五
郎

星
吉
五
郎

山
浦
政
文

渡
部
幸
作

福
島
又
吉

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
若
松
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

安
部
光
英

増
井
俊
英

増
井
左
五
郎

増
井
左
五
郎

増
井
吉
四
郎

増
井
長
五
郎

増
井
善

治

島
影
マ
ン

増
井
義
衛

長
谷
川
淸

髙
橋
武
雄

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
四
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

渡
部
章
栄

長
谷
川
覚
太
郎

渡
部
岩
松

横
山
春
吉

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
八
十
号
）
に
よ
る

こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地

再
開
発
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

組
合
の
名
称

い
わ
き
駅
並
木
通
り
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
七
月
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

い
わ
き
市
平
字
田
町
の
一
部
の
区
域

四

事
務
所
の
所
在
地

い
わ
き
市
平
字
材
木
町
四
十
六
番
地

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
元
年
七
月
九
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
場
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
し
、
特
に
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
官
報
等
に
掲
載
し
て
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

令
和
元
年
八
月
七
日

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
元
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号

平
成
十
一
年
四
月
二
日

福
島
県
指
令
若
建
第
五
〇
五
七
号

二

認
定
を
取
り
消
し
た
一
団
地
の
区
域

会
津
若
松
市
一
箕
町
松
長
一
丁
目
一
七
番
二
、
一
七
番
六
二
及
び
一
七
番
六
三

三

認
定
取
消
年
月
日

令
和
元
年
六
月
十
八
日

（
建
築
指
導
課
）

公

告



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

令和元年７月９日 火曜日 福 島 県 報 第19号 118

公 告 第 ６ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ７ 月 ９ 日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
ノ ー ト 型 パ ソ コ ン （ 県 立 学 校 等 用 ） 1 , 4 9 2台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 元 年 ６ 月 18日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 エ フ コ ム 福 島 県 郡 山 市 堤 下 町 13番 ８ 号

５ 落 札 金 額
8 6 , 3 6 8 , 8 9 6円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 元 年 ５ 月 ７ 日

（ 入 札 用 度 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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